
令和２(2020)年
10月12日(月)
号　　外
第 54 号

（1）令和２（2020）年10月12日　月曜日

本号で公布された条例のあらまし

目　　　　　　 次

条 例
○栃木県手数料条例の一部改正……………………………………………………………………………………… 　2
○栃木県県税条例の一部改正………………………………………………………………………………………… 　5
○水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部改正…………………………………………………… 　6
○栃木県安心こども基金条例の一部改正…………………………………………………………………………… 　8
○栃木県都市公園条例の一部改正…………………………………………………………………………………… 　8
○栃木県高等学校等修学資金貸与条例の一部改正…………………………………………………………………  12
○栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正………………………………………………………… 13

1 
 

本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第37号） 

１ 漁業法等の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１関係） 
２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年12月１日から施行することとしました。 

◇栃木県県税条例の一部改正（栃木県条例第38号） 

１ 法人県民税に係る法人税割の税率の特例措置について、適用期間を５年間延長して令和８（2026）年４月  

30日までとすることとしました。 

２ 地方税法の一部改正により、法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに併せて所要の措  

置が講じられたことに伴い、法人県民税に係る法人税割の税率の特例措置について、所要の規定の整備をす  

ることとしました。（以上附則第21条及び第22条関係） 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２及び⑵は、令和４（2022）年４月１日  

から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部改正（栃木県条例第39号） 

１ 地方卸売市場に係る県の上乗せ排水基準を中央卸売市場等を含めた卸売市場に係る県の上乗せ排水基準と  

することとしました。（別表関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年11月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県安心こども基金条例の一部改正（栃木県条例第40号） 

１ 保育所の計画的な整備等を促進し、安心して子育てができる環境の整備を図る事業について、引き続き令 

和５（2023）年度まで実施するため、所要の規定の整備をすることとしました。（附則第２項関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県都市公園条例の一部改正（栃木県条例第41号） 

１ 栃木県総合運動公園の駐車場の使用料の額を定めることとしました。（第12条、第14条の２及び別表第１ 

関係） 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県高等学校等修学資金貸与条例の一部改正（栃木県条例第42号） 

１ 栃木県高等学校等修学資金の返還に係る延滞金の利率を６月について1.5％（現行2.5％）に引き下げるこ  

ととしました。（第10条関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和２（2020）年11月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第43号） 

１ 栃木県総合運動公園北・中央エリアに新たに設置される多目的広場（投てき場）及び合宿所の会議室の使 

用料の額を定めることとしました。 

２ 栃木県総合運動公園北・中央エリアの合宿所の使用料の額を引き上げることとしました。（以上第３条及 

び別表関係） 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑶ 栃木県都市公園条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 
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本号で公布された条例のあらまし 

 
◇栃木県手数料条例の一部改正（栃木県条例第37号） 

１ 漁業法等の一部改正に伴い、所要の規定の整備をすることとしました。（別表第１関係） 
２ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年12月１日から施行することとしました。 

◇栃木県県税条例の一部改正（栃木県条例第38号） 

１ 法人県民税に係る法人税割の税率の特例措置について、適用期間を５年間延長して令和８（2026）年４月  

30日までとすることとしました。 

２ 地方税法の一部改正により、法人税において連結納税制度から通算制度へ移行することに併せて所要の措  

置が講じられたことに伴い、法人県民税に係る法人税割の税率の特例措置について、所要の規定の整備をす  

ることとしました。（以上附則第21条及び第22条関係） 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、公布の日から施行することとしました。ただし、２及び⑵は、令和４（2022）年４月１日  

から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇水質汚濁防止法に基づく排水基準を定める条例の一部改正（栃木県条例第39号） 

１ 地方卸売市場に係る県の上乗せ排水基準を中央卸売市場等を含めた卸売市場に係る県の上乗せ排水基準と  

することとしました。（別表関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和２（2020）年11月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県安心こども基金条例の一部改正（栃木県条例第40号） 

１ 保育所の計画的な整備等を促進し、安心して子育てができる環境の整備を図る事業について、引き続き令 

和５（2023）年度まで実施するため、所要の規定の整備をすることとしました。（附則第２項関係） 

２ この条例は、公布の日から施行することとしました。 

◇栃木県都市公園条例の一部改正（栃木県条例第41号） 

１ 栃木県総合運動公園の駐車場の使用料の額を定めることとしました。（第12条、第14条の２及び別表第１ 

関係） 

２ 所要の規定の整備をすることとしました。 

３ この条例は、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

◇栃木県高等学校等修学資金貸与条例の一部改正（栃木県条例第42号） 

１ 栃木県高等学校等修学資金の返還に係る延滞金の利率を６月について1.5％（現行2.5％）に引き下げるこ  

ととしました。（第10条関係） 

２ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、令和２（2020）年11月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

◇栃木県体育施設設置、管理及び使用料条例の一部改正（栃木県条例第43号） 

１ 栃木県総合運動公園北・中央エリアに新たに設置される多目的広場（投てき場）及び合宿所の会議室の使 

用料の額を定めることとしました。 

２ 栃木県総合運動公園北・中央エリアの合宿所の使用料の額を引き上げることとしました。（以上第３条及 

び別表関係） 

３ 施行期日等 

 ⑴ この条例は、一部を除き、令和３（2021）年４月１日から施行することとしました。 

 ⑵ 所要の経過措置を規定することとしました。 

 ⑶ 栃木県都市公園条例について、所要の規定の整備をすることとしました。 
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  次 に 掲 げ る 条 例 を こ こ に 公 布 す る 。 
  一 栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  二 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  三 水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 排 水 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  四 栃 木 県 安 心 こ ど も 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  五 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  六 栃 木 県 高 等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

  七 栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 

   令 和 二 年 十 月 十 二 日 

                          栃 木 県 知 事  福  田  富  一   
 

 栃 木 県 条 例 第 三 十 七 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 三 百 三 十 八 略 一 ～ 三 百 三 十 八 略

三 百 三 十 九 漁 業 法 略 三 百 三 十 九 漁 業 法 略

（ 昭 和 二 十 四 年 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法

律 第 二 百 六 十 七 律 第 二 百 六 十 七

号 ） 第 六 十 九 条 第 号 ） 第 十 条

一 項 の 規 定 に 基 づ の 規 定 に 基 づ

く 漁 業 権 の 免 許 の く 漁 業 権 の 免 許 の

申 請 に 対 す る 審 査 申 請 に 対 す る 審 査

三 百 四 十 漁 業 法 第 略 三 百 四 十 漁 業 法 第 略

七 十 二 条 第 六 項 十 四 条 第 四 項 （ 同

条 第 七 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含

の 規 定 に 基 む 。 ） の 規 定 に 基

づ く 団 体 漁 業 権 づ く 漁 業 権

（ 共 同 漁 業 権 を 除

く 。 ） の 共 有 の 認 の 共 有 の 認

可 の 申 請 に 対 す る 可 の 申 請 に 対 す る

審 査 審 査

三 百 四 十 一 漁 業 法 略 三 百 四 十 一 漁 業 法 略

第 七 十 六 条 第 一 項 第 二 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に 基 づ く 漁 の 規 定 に 基 づ く 漁

業 権 の 分 割 又 は 変 業 権 の 分 割 又 は 変

更 の 免 許 の 申 請 に 更 の 免 許 の 申 請 に

対 す る 審 査 対 す る 審 査

三 百 四 十 二 漁 業 法 略 三 百 四 十 二 漁 業 法 略

第 七 十 八 条 第 二 項 第 二 十 四 条 第 二 項

の 規 定 に 基 づ く 個 の 規 定 に 基 づ く 定

別 漁 業 権 置 漁 業 権 又 は 区 画



（3）栃 木 県 公 報 号外第54号令和２（2020）年10月12日　月曜日

栃 木 県 条 例 第 三 十 七 号

栃 木 県 手 数 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 手 数 料 条 例 （ 昭 和 三 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 一 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ） 別 表 第 一 （ 第 二 条 、 第 三 条 、 第 五 条 関 係 ）

事 務 金 額 事 務 金 額

一 ～ 三 百 三 十 八 略 一 ～ 三 百 三 十 八 略

三 百 三 十 九 漁 業 法 略 三 百 三 十 九 漁 業 法 略

（ 昭 和 二 十 四 年 法 （ 昭 和 二 十 四 年 法

律 第 二 百 六 十 七 律 第 二 百 六 十 七

号 ） 第 六 十 九 条 第 号 ） 第 十 条

一 項 の 規 定 に 基 づ の 規 定 に 基 づ

く 漁 業 権 の 免 許 の く 漁 業 権 の 免 許 の

申 請 に 対 す る 審 査 申 請 に 対 す る 審 査

三 百 四 十 漁 業 法 第 略 三 百 四 十 漁 業 法 第 略

七 十 二 条 第 六 項 十 四 条 第 四 項 （ 同

条 第 七 項 に お い て

準 用 す る 場 合 を 含

の 規 定 に 基 む 。 ） の 規 定 に 基

づ く 団 体 漁 業 権 づ く 漁 業 権

（ 共 同 漁 業 権 を 除

く 。 ） の 共 有 の 認 の 共 有 の 認

可 の 申 請 に 対 す る 可 の 申 請 に 対 す る

審 査 審 査

三 百 四 十 一 漁 業 法 略 三 百 四 十 一 漁 業 法 略

第 七 十 六 条 第 一 項 第 二 十 二 条 第 一 項

の 規 定 に 基 づ く 漁 の 規 定 に 基 づ く 漁

業 権 の 分 割 又 は 変 業 権 の 分 割 又 は 変

更 の 免 許 の 申 請 に 更 の 免 許 の 申 請 に

対 す る 審 査 対 す る 審 査

三 百 四 十 二 漁 業 法 略 三 百 四 十 二 漁 業 法 略

第 七 十 八 条 第 二 項 第 二 十 四 条 第 二 項

の 規 定 に 基 づ く 個 の 規 定 に 基 づ く 定

別 漁 業 権 置 漁 業 権 又 は 区 画

を 目 的 と す 漁 業 権 を 目 的 と す

る 抵 当 権 の 設 定 の る 抵 当 権 の 設 定 の

認 可 の 申 請 に 対 す 認 可 の 申 請 に 対 す

る 審 査 る 審 査

三 百 四 十 三 漁 業 法 略 三 百 四 十 三 漁 業 法 略

第 七 十 九 条 第 一 項 第 二 十 六 条 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 に た だ し 書 の 規 定 に

基 づ く 個 別 漁 業 権 基 づ く 定 置 漁 業 権

の 又 は 区 画 漁 業 権 の

移 転 の 認 可 の 申 請 移 転 の 認 可 の 申 請

に 対 す る 審 査 に 対 す る 審 査

三 百 四 十 四 漁 業 法 略 三 百 四 十 四 漁 業 法 略

第 八 十 八 条 第 一 項 第 三 十 六 条 第 一 項

（ 同 条 第 五 項 に お （ 同 条 第 四 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 を 含 む 。 ） の 規 定

に 基 づ く 休 業 中 の に 基 づ く 休 業 中 の

漁 業 の 許 可 の 申 請 漁 業 の 許 可 の 申 請

に 対 す る 審 査 に 対 す る 審 査

三 百 四 十 五 及 び 三 百 三 百 四 十 五 漁 業 法 二 千 九 百 円

四 十 六 削 除 第 六 十 五 条 第 一 項

又 は 第 六 十 六 条 第

一 項 の 規 定 に 基 づ

く 五 ト ン 以 上 の 漁

船 を 使 用 し て 行 う

漁 業 に 係 る 漁 業 の

許 可 の 申 請 に 対 す

る 審 査

三 百 四 十 六 漁 業 法 二 千 四 百 円

第 六 十 五 条 第 一 項

又 は 第 六 十 六 条 第

一 項 の 規 定 に 基 づ

く 五 ト ン 以 上 の 漁

船 を 使 用 し て 行 う

漁 業 に 係 る 漁 業 許

可 の 変 更 の 許 可 の

申 請 に 対 す る 審 査

三 百 四 十 七 ～ 三 百 四 十 九 略 三 百 四 十 七 ～ 三 百 四 十 九 略

三 百 五 十 肥 料 の 品 １ 肥 料 の 品 質 の 確 三 百 五 十 肥 料 取 締 １ 肥 料 取 締 法

質 の 確 保 等 に 関 す 保 等 に 関 す る 法 律 法

る 法 律 （ 昭 和 二 十 第 四 条 第 一 項 第 六 （ 昭 和 二 十 第 四 条 第 一 項 第 六

五 年 法 律 第 百 二 十 号 の 肥 料 の 登 録 五 年 法 律 第 百 二 十 号 の 肥 料 の 登 録

七 号 ） 第 四 条 第 一 一 万 八 千 円 七 号 ） 第 四 条 第 一 一 万 八 千 円

項 又 は 第 三 項 の 規 ２ 略 項 又 は 第 二 項 の 規 ２ 略

定 に 基 づ く 肥 料 の 定 に 基 づ く 肥 料 の
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を 目 的 と す 漁 業 権 を 目 的 と す

る 抵 当 権 の 設 定 の る 抵 当 権 の 設 定 の

認 可 の 申 請 に 対 す 認 可 の 申 請 に 対 す

る 審 査 る 審 査

三 百 四 十 三 漁 業 法 略 三 百 四 十 三 漁 業 法 略

第 七 十 九 条 第 一 項 第 二 十 六 条 第 一 項

た だ し 書 の 規 定 に た だ し 書 の 規 定 に

基 づ く 個 別 漁 業 権 基 づ く 定 置 漁 業 権

の 又 は 区 画 漁 業 権 の

移 転 の 認 可 の 申 請 移 転 の 認 可 の 申 請

に 対 す る 審 査 に 対 す る 審 査

三 百 四 十 四 漁 業 法 略 三 百 四 十 四 漁 業 法 略

第 八 十 八 条 第 一 項 第 三 十 六 条 第 一 項

（ 同 条 第 五 項 に お （ 同 条 第 四 項 に お

い て 準 用 す る 場 合 い て 準 用 す る 場 合

を 含 む 。 ） の 規 定 を 含 む 。 ） の 規 定

に 基 づ く 休 業 中 の に 基 づ く 休 業 中 の

漁 業 の 許 可 の 申 請 漁 業 の 許 可 の 申 請

に 対 す る 審 査 に 対 す る 審 査

三 百 四 十 五 及 び 三 百 三 百 四 十 五 漁 業 法 二 千 九 百 円

四 十 六 削 除 第 六 十 五 条 第 一 項

又 は 第 六 十 六 条 第

一 項 の 規 定 に 基 づ

く 五 ト ン 以 上 の 漁

船 を 使 用 し て 行 う

漁 業 に 係 る 漁 業 の

許 可 の 申 請 に 対 す

る 審 査

三 百 四 十 六 漁 業 法 二 千 四 百 円

第 六 十 五 条 第 一 項

又 は 第 六 十 六 条 第

一 項 の 規 定 に 基 づ

く 五 ト ン 以 上 の 漁

船 を 使 用 し て 行 う

漁 業 に 係 る 漁 業 許

可 の 変 更 の 許 可 の

申 請 に 対 す る 審 査

三 百 四 十 七 ～ 三 百 四 十 九 略 三 百 四 十 七 ～ 三 百 四 十 九 略

三 百 五 十 肥 料 の 品 １ 肥 料 の 品 質 の 確 三 百 五 十 肥 料 取 締 １ 肥 料 取 締 法

質 の 確 保 等 に 関 す 保 等 に 関 す る 法 律 法

る 法 律 （ 昭 和 二 十 第 四 条 第 一 項 第 六 （ 昭 和 二 十 第 四 条 第 一 項 第 六

五 年 法 律 第 百 二 十 号 の 肥 料 の 登 録 五 年 法 律 第 百 二 十 号 の 肥 料 の 登 録

七 号 ） 第 四 条 第 一 一 万 八 千 円 七 号 ） 第 四 条 第 一 一 万 八 千 円

項 又 は 第 三 項 の 規 ２ 略 項 又 は 第 二 項 の 規 ２ 略

定 に 基 づ く 肥 料 の 定 に 基 づ く 肥 料 の

登 録 の 申 請 に 対 す 登 録 の 申 請 に 対 す

る 審 査 る 審 査

三 百 五 十 一 肥 料 の １ 肥 料 の 品 質 の 確 三 百 五 十 一 肥 料 取 １ 肥 料 取 締 法

品 質 の 確 保 等 に 関 保 等 に 関 す る 法 律 締 法

す る 法 律 第 十 二 条 第 四 条 第 一 項 第 六 第 十 二 条 第 四 条 第 一 項 第 六

第 二 項 の 規 定 に 基 号 の 肥 料 の 登 録 の 第 二 項 の 規 定 に 基 号 の 肥 料 の 登 録 の

づ く 肥 料 の 登 録 の 更 新 三 千 六 百 円 づ く 肥 料 の 登 録 の 更 新 三 千 六 百 円

更 新 の 申 請 に 対 す ２ 略 更 新 の 申 請 に 対 す ２ 略

る 審 査 る 審 査

三 百 五 十 二 ～ 三 百 六 十 九 略 三 百 五 十 二 ～ 三 百 六 十 九 略

三 百 六 十 九 の 二 家 千 七 百 円

畜 改 良 増 殖 法 第 二

十 三 条 の 規 定 に 基

づ く 家 畜 人 工 授 精

師 免 許 証 の 書 換 え

三 百 六 十 九 の 三 家 千 七 百 円

畜 改 良 増 殖 法 第 二

十 三 条 の 規 定 に 基

づ く 家 畜 人 工 授 精

師 免 許 証 の 再 交 付

三 百 七 十 略 三 百 七 十 略

三 百 七 十 一 及 び 三 百 三 百 七 十 一 家 畜 改 千 七 百 円

七 十 二 削 除 良 増 殖 法 第 三 十 二

条 の 規 定 に 基 づ く

家 畜 人 工 授 精 師 免

許 証 の 書 換 え

三 百 七 十 二 家 畜 改 千 七 百 円

良 増 殖 法 第 三 十 二

条 の 規 定 に 基 づ く

家 畜 人 工 授 精 師 免

許 証 の 再 交 付

三 百 七 十 三 ～ 五 百 十 七 略 三 百 七 十 三 ～ 五 百 十 七 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 の 三 百 六 十 九 の 項 の 次 に 三 百

六 十 九 の 二 の 項 及 び 三 百 六 十 九 の 三 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 同 表 三 百 七 十 一 の 項 及 び 三 百 七 十

二 の 項 の 改 正 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）
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登 録 の 申 請 に 対 す 登 録 の 申 請 に 対 す

る 審 査 る 審 査

三 百 五 十 一 肥 料 の １ 肥 料 の 品 質 の 確 三 百 五 十 一 肥 料 取 １ 肥 料 取 締 法

品 質 の 確 保 等 に 関 保 等 に 関 す る 法 律 締 法

す る 法 律 第 十 二 条 第 四 条 第 一 項 第 六 第 十 二 条 第 四 条 第 一 項 第 六

第 二 項 の 規 定 に 基 号 の 肥 料 の 登 録 の 第 二 項 の 規 定 に 基 号 の 肥 料 の 登 録 の

づ く 肥 料 の 登 録 の 更 新 三 千 六 百 円 づ く 肥 料 の 登 録 の 更 新 三 千 六 百 円

更 新 の 申 請 に 対 す ２ 略 更 新 の 申 請 に 対 す ２ 略

る 審 査 る 審 査

三 百 五 十 二 ～ 三 百 六 十 九 略 三 百 五 十 二 ～ 三 百 六 十 九 略

三 百 六 十 九 の 二 家 千 七 百 円

畜 改 良 増 殖 法 第 二

十 三 条 の 規 定 に 基

づ く 家 畜 人 工 授 精

師 免 許 証 の 書 換 え

三 百 六 十 九 の 三 家 千 七 百 円

畜 改 良 増 殖 法 第 二

十 三 条 の 規 定 に 基

づ く 家 畜 人 工 授 精

師 免 許 証 の 再 交 付

三 百 七 十 略 三 百 七 十 略

三 百 七 十 一 及 び 三 百 三 百 七 十 一 家 畜 改 千 七 百 円

七 十 二 削 除 良 増 殖 法 第 三 十 二

条 の 規 定 に 基 づ く

家 畜 人 工 授 精 師 免

許 証 の 書 換 え

三 百 七 十 二 家 畜 改 千 七 百 円

良 増 殖 法 第 三 十 二

条 の 規 定 に 基 づ く

家 畜 人 工 授 精 師 免

許 証 の 再 交 付

三 百 七 十 三 ～ 五 百 十 七 略 三 百 七 十 三 ～ 五 百 十 七 略

備 考 略 備 考 略

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 十 二 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 別 表 第 一 の 三 百 六 十 九 の 項 の 次 に 三 百

六 十 九 の 二 の 項 及 び 三 百 六 十 九 の 三 の 項 を 加 え る 改 正 規 定 並 び に 同 表 三 百 七 十 一 の 項 及 び 三 百 七 十

二 の 項 の 改 正 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

（ 文 書 学 事 課 ）

栃 木 県 条 例 第 三 十 八 号

栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

第 一 条 栃 木 県 県 税 条 例 （ 平 成 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（ 県 民 税 の 法 人 税 割 の 税 率 の 特 例 ） （ 県 民 税 の 法 人 税 割 の 税 率 の 特 例 ）

第 二 十 一 条 平 成 八 年 五 月 一 日 か ら 令 和 八 年 四 第 二 十 一 条 平 成 八 年 五 月 一 日 か ら 令 和 三 年 四

月 三 十 日 ま で の 間 に 終 了 す る 各 事 業 年 度 分 又 月 三 十 日 ま で の 間 に 終 了 す る 各 事 業 年 度 分 又

は 各 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 税 割 の 税 率 は 、 第 は 各 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 税 割 の 税 率 は 、 第

三 十 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 百 分 の 一 ・ 八 三 十 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 百 分 の 一 ・ 八

と す る 。 と す る 。

第 二 条 栃 木 県 県 税 条 例 の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

（ 県 民 税 の 法 人 税 割 の 税 率 の 特 例 ） （ 県 民 税 の 法 人 税 割 の 税 率 の 特 例 ）

第 二 十 一 条 平 成 八 年 五 月 一 日 か ら 令 和 八 年 四 第 二 十 一 条 平 成 八 年 五 月 一 日 か ら 令 和 八 年 四

月 三 十 日 ま で の 間 に 終 了 す る 各 事 業 年 度 分 月 三 十 日 ま で の 間 に 終 了 す る 各 事 業 年 度 分 又

の 法 人 税 割 の 税 率 は 、 第 は 各 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 税 割 の 税 率 は 、 第

三 十 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 百 分 の 一 ・ 八 三 十 一 条 の 規 定 に か か わ ら ず 、 百 分 の 一 ・ 八

と す る 。 と す る 。

（ 県 民 税 に お け る 中 小 法 人 等 に 対 す る 不 均 一 （ 県 民 税 に お け る 中 小 法 人 等 に 対 す る 不 均 一

課 税 ） 課 税 ）

第 二 十 二 条 法 人 の う ち 、 資 本 金 の 額 若 し く は 第 二 十 二 条 法 人 の う ち 、 資 本 金 の 額 若 し く は

出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 の も の 若 し く は 資 本 出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 の も の 若 し く は 資 本

若 し く は 出 資 を 有 し な い も の （ 保 険 業 法 に 規 若 し く は 出 資 を 有 し な い も の （ 保 険 業 法 に 規

定 す る 相 互 会 社 を 除 く 。 ） 又 は 第 十 九 条 第 四 定 す る 相 互 会 社 を 除 く 。 ） 又 は 第 十 九 条 第 四

項 に お い て 法 人 と み な さ れ る も の で あ っ て 、 項 に お い て 法 人 と み な さ れ る も の で あ っ て 、

か つ 、 各 事 業 年 度 分 の か つ 、 各 事 業 年 度 分 又 は 各 連 結 事 業 年 度 分 の

法 人 税 割 の 課 税 標 準 と な る 法 人 税 額 法 人 税 割 の 課 税 標 準 と な る 法 人 税 額 又 は 個 別

が 年 千 万 円 以 下 の 法 人 に 対 す る 帰 属 法 人 税 額 が 年 千 万 円 以 下 の 法 人 に 対 す る

当 該 事 業 年 度 分 の 法 人 税 当 該 事 業 年 度 分 又 は 連 結 事 業 年 度 分 の 法 人 税

割 額 は 、 前 条 の 規 定 を 適 用 し て 計 算 し た 法 人 割 額 は 、 前 条 の 規 定 を 適 用 し て 計 算 し た 法 人

税 割 額 か ら 当 該 法 人 税 割 額 に 一 ・ 八 分 の 〇 ・ 税 割 額 か ら 当 該 法 人 税 割 額 に 一 ・ 八 分 の 〇 ・

八 を 乗 じ て 計 算 し た 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し 八 を 乗 じ て 計 算 し た 額 に 相 当 す る 額 を 控 除 し

た 金 額 と す る 。 た 金 額 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 資 本 ２ 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 資 本

金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 の も 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 の も

の 又 は 資 本 若 し く は 出 資 を 有 し な い も の で あ の 又 は 資 本 若 し く は 出 資 を 有 し な い も の で あ

る か ど う か の 判 定 は 、 法 第 五 十 三 条 第 一 項 る か ど う か の 判 定 は 、 法 第 五 十 三 条 第 一 項

（ 法 人 の 道 府 県 民 税 の 申 告 納 付 ） に 規 定 す る （ 法 人 の 道 府 県 民 税 の 申 告 納 付 ） に 規 定 す る

法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 又 は 同 条 第 四

項 に 規 定 す る 連 結 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定

の 末 日 の 現 況 に よ る 。 期 間 の 末 日 の 現 況 に よ る 。

３ 他 の 都 道 府 県 に お い て 事 務 所 又 は 事 業 所 を ３ 他 の 都 道 府 県 に お い て 事 務 所 又 は 事 業 所 を

有 す る 法 人 の 第 一 項 の 法 人 税 額 有 す る 法 人 の 第 一 項 の 法 人 税 額 又 は 個 別 帰 属

が 年 千 万 円 で あ る か ど う か の 判 定 法 人 税 額 が 年 千 万 円 で あ る か ど う か の 判 定

は 、 法 第 五 十 七 条 第 一 項 （ 二 以 上 の 道 府 県 に は 、 法 第 五 十 七 条 第 一 項 （ 二 以 上 の 道 府 県 に

お い て 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 法 人 の 道 府 お い て 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 法 人 の 道 府

県 民 税 の 申 告 納 付 ） の 規 定 に よ り 関 係 都 道 府 県 民 税 の 申 告 納 付 ） の 規 定 に よ り 関 係 都 道 府

県 に 分 割 さ れ る 前 の 額 に よ る も の と す る 。 県 に 分 割 さ れ る 前 の 額 に よ る も の と す る 。

４ 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 法 人 税 額 の ４ 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 法 人 税 額 の

課 税 標 準 の 算 定 期 間 課 税 標 準 の 算 定 期 間 又 は 同 条 第 四 項 に 規 定 す

が 一 年 る 連 結 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 が 一 年

に 満 た な い 法 人 に 対 す る 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に 満 た な い 法 人 に 対 す る 第 一 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 項 中 「 年 千 万 円 」 と あ る の に つ い て は 、 同 項 中 「 年 千 万 円 」 と あ る の

は 、 「 千 万 円 に 当 該 法 人 税 額 は 、 「 千 万 円 に 当 該 法 人 税 額 又 は 連 結 法 人 税

の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た

数 を 十 二 で 除 し て 計 算 し た 金 額 」 と す る 。 数 を 十 二 で 除 し て 計 算 し た 金 額 」 と す る 。

５ 略 ５ 略

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 次 項 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 令 和 四

年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 法 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 県 税 条 例 附 則 第 二 十 一 条 及 び 第 二 十 二 条 第 一 項 か ら 第 四 項

ま で の 規 定 は 、 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 一 部 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に

開 始 す る 事 業 年 度 （ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 二 年 法 律 第 八 号 ） 第 三 条 の 規 定 （ 同

法 附 則 第 一 条 第 五 号 ロ に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 前 の 法 人 税 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第

三 十 四 号 。 以 下 「 四 年 旧 法 人 税 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 十 二 号 の 七 に 規 定 す る 連 結 子 法 人 （ 以 下

「 連 結 子 法 人 」 と い う 。 ） の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 （ 四 年 旧 法 人 税 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す

る 連 結 親 法 人 事 業 年 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 を 除 く 。 ） 分 の

法 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 す る 。

３ 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 （ 連 結 子 法 人 の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 が 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し

た 事 業 年 度 を 含 む 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税 及 び 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 （ 四 年 旧 法 人

税 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 連 結 事 業 年 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 連 結 子 法 人 の 連 結 親 法

人 事 業 年 度 が 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 を 含 む 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 第

二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 栃 木 県 県 税 条 例 附 則 第 二 十 一 条 及 び 第 二 十 二 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で

の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ 税 務 課 ）



（6） 栃 木 県 公 報 号外第54号令和２（2020）年10月12日　月曜日

た 金 額 と す る 。 た 金 額 と す る 。

２ 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 資 本 ２ 前 項 の 規 定 を 適 用 す る 場 合 に お い て 、 資 本

金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 の も 金 の 額 若 し く は 出 資 金 の 額 が 一 億 円 以 下 の も

の 又 は 資 本 若 し く は 出 資 を 有 し な い も の で あ の 又 は 資 本 若 し く は 出 資 を 有 し な い も の で あ

る か ど う か の 判 定 は 、 法 第 五 十 三 条 第 一 項 る か ど う か の 判 定 は 、 法 第 五 十 三 条 第 一 項

（ 法 人 の 道 府 県 民 税 の 申 告 納 付 ） に 規 定 す る （ 法 人 の 道 府 県 民 税 の 申 告 納 付 ） に 規 定 す る

法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 又 は 同 条 第 四

項 に 規 定 す る 連 結 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定

の 末 日 の 現 況 に よ る 。 期 間 の 末 日 の 現 況 に よ る 。

３ 他 の 都 道 府 県 に お い て 事 務 所 又 は 事 業 所 を ３ 他 の 都 道 府 県 に お い て 事 務 所 又 は 事 業 所 を

有 す る 法 人 の 第 一 項 の 法 人 税 額 有 す る 法 人 の 第 一 項 の 法 人 税 額 又 は 個 別 帰 属

が 年 千 万 円 で あ る か ど う か の 判 定 法 人 税 額 が 年 千 万 円 で あ る か ど う か の 判 定

は 、 法 第 五 十 七 条 第 一 項 （ 二 以 上 の 道 府 県 に は 、 法 第 五 十 七 条 第 一 項 （ 二 以 上 の 道 府 県 に

お い て 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 法 人 の 道 府 お い て 事 務 所 又 は 事 業 所 を 有 す る 法 人 の 道 府

県 民 税 の 申 告 納 付 ） の 規 定 に よ り 関 係 都 道 府 県 民 税 の 申 告 納 付 ） の 規 定 に よ り 関 係 都 道 府

県 に 分 割 さ れ る 前 の 額 に よ る も の と す る 。 県 に 分 割 さ れ る 前 の 額 に よ る も の と す る 。

４ 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 法 人 税 額 の ４ 法 第 五 十 三 条 第 一 項 に 規 定 す る 法 人 税 額 の

課 税 標 準 の 算 定 期 間 課 税 標 準 の 算 定 期 間 又 は 同 条 第 四 項 に 規 定 す

が 一 年 る 連 結 法 人 税 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 が 一 年

に 満 た な い 法 人 に 対 す る 第 一 項 の 規 定 の 適 用 に 満 た な い 法 人 に 対 す る 第 一 項 の 規 定 の 適 用

に つ い て は 、 同 項 中 「 年 千 万 円 」 と あ る の に つ い て は 、 同 項 中 「 年 千 万 円 」 と あ る の

は 、 「 千 万 円 に 当 該 法 人 税 額 は 、 「 千 万 円 に 当 該 法 人 税 額 又 は 連 結 法 人 税

の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た 額 の 課 税 標 準 の 算 定 期 間 の 月 数 を 乗 じ て 得 た

数 を 十 二 で 除 し て 計 算 し た 金 額 」 と す る 。 数 を 十 二 で 除 し て 計 算 し た 金 額 」 と す る 。

５ 略 ５ 略

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 二 条 、 次 項 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 令 和 四

年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 法 人 の 県 民 税 に 関 す る 経 過 措 置 ）

２ 第 二 条 の 規 定 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 県 税 条 例 附 則 第 二 十 一 条 及 び 第 二 十 二 条 第 一 項 か ら 第 四 項

ま で の 規 定 は 、 前 項 た だ し 書 に 規 定 す る 規 定 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 一 部 施 行 日 」 と い う 。 ） 以 後 に

開 始 す る 事 業 年 度 （ 所 得 税 法 等 の 一 部 を 改 正 す る 法 律 （ 令 和 二 年 法 律 第 八 号 ） 第 三 条 の 規 定 （ 同

法 附 則 第 一 条 第 五 号 ロ に 掲 げ る 改 正 規 定 に 限 る 。 ） に よ る 改 正 前 の 法 人 税 法 （ 昭 和 四 十 年 法 律 第

三 十 四 号 。 以 下 「 四 年 旧 法 人 税 法 」 と い う 。 ） 第 二 条 第 十 二 号 の 七 に 規 定 す る 連 結 子 法 人 （ 以 下

「 連 結 子 法 人 」 と い う 。 ） の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 （ 四 年 旧 法 人 税 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す

る 連 結 親 法 人 事 業 年 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） が 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 を 除 く 。 ） 分 の

法 人 の 県 民 税 に つ い て 適 用 す る 。

３ 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し た 事 業 年 度 （ 連 結 子 法 人 の 連 結 親 法 人 事 業 年 度 が 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し

た 事 業 年 度 を 含 む 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税 及 び 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 （ 四 年 旧 法 人

税 法 第 十 五 条 の 二 第 一 項 に 規 定 す る 連 結 事 業 年 度 を い う 。 以 下 同 じ 。 ） （ 連 結 子 法 人 の 連 結 親 法

人 事 業 年 度 が 一 部 施 行 日 前 に 開 始 し た 連 結 事 業 年 度 を 含 む 。 ） 分 の 法 人 の 県 民 税 に つ い て は 、 第

二 条 の 規 定 に よ る 改 正 前 の 栃 木 県 県 税 条 例 附 則 第 二 十 一 条 及 び 第 二 十 二 条 第 一 項 か ら 第 四 項 ま で

の 規 定 は 、 な お そ の 効 力 を 有 す る 。

（ 税 務 課 ）

栃 木 県 条 例 第 三 十 九 号

水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 排 水 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 排 水 基 準 を 定 め る 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

（ 既 設 特 定 事 業 場 に 関 す る 経 過 措 置 ） （ 既 設 特 定 事 業 場 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 第 二 条 の 規 定 は 、 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 ３ 第 二 条 の 規 定 は 、 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又

は 事 業 場 （ 以 下 「 既 設 特 定 事 業 場 」 と い は 事 業 場 （ 以 下 「 既 設 特 定 事 業 場 」 と い

う 。 ） に つ い て は 、 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 う 。 ） に つ い て は 、 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一

ま で の 間 、 適 用 し な い 。 日 ま で の 間 、 適 用 し な い 。

４ 既 設 特 定 事 業 場 に つ い て は 、 令 和 三 年 三 月 ４ 既 設 特 定 事 業 場 に つ い て は 、 平 成 三 十 三 年

三 十 一 日 ま で の 間 、 第 三 条 第 一 項 中 「 別 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 第 三 条 第 一 項 中 「 別

表 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 」 と 、 「 特 定 事 業 表 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 」 と 、 「 特 定 事 業

場 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 場 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は

事 業 場 」 と 、 第 四 条 中 「 特 定 事 業 場 」 と あ る 事 業 場 」 と 、 第 四 条 中 「 特 定 事 業 場 」 と あ る

の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 事 業 場 」 の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 事 業 場 」

と 、 「 ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 鉱 と 、 「 ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 鉱

油 類 含 有 量 ） 、 亜 鉛 含 有 量 、 ク ロ ム 含 有 量 及 油 類 含 有 量 ） 、 亜 鉛 含 有 量 、 ク ロ ム 含 有 量 及

び 大 腸 菌 群 数 」 と あ る の は 「 ノ ル マ ル ヘ キ サ び 大 腸 菌 群 数 」 と あ る の は 「 ノ ル マ ル ヘ キ サ

ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 鉱 油 類 含 有 量 ） 、 ノ ル マ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 鉱 油 類 含 有 量 ） 、 ノ ル マ

ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 動 植 物 油 脂 類 含 ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 動 植 物 油 脂 類 含

有 量 ） 、 フ ェ ノ ー ル 類 含 有 量 、 亜 鉛 含 有 量 、 有 量 ） 、 フ ェ ノ ー ル 類 含 有 量 、 亜 鉛 含 有 量 、

溶 解 性 鉄 含 有 量 、 溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量 、 ク 溶 解 性 鉄 含 有 量 、 溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量 、 ク

ロ ム 含 有 量 及 び 大 腸 菌 群 数 」 と 、 「 同 表 」 と ロ ム 含 有 量 及 び 大 腸 菌 群 数 」 と 、 「 同 表 」 と

あ る の は 「 省 令 別 表 第 二 」 と 、 第 五 条 中 「 特 あ る の は 「 省 令 別 表 第 二 」 と 、 第 五 条 中 「 特

定 事 業 場 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 定 事 業 場 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工

場 又 は 事 業 場 」 と 、 第 六 条 中 「 特 定 事 業 場 」 場 又 は 事 業 場 」 と 、 第 六 条 中 「 特 定 事 業 場 」

と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 事 業 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 事 業

場 」 と 、 第 七 条 第 一 項 中 「 別 表 」 と あ る の は 場 」 と 、 第 七 条 第 一 項 中 「 別 表 」 と あ る の は

「 附 則 別 表 」 と 読 み 替 え て こ れ ら の 規 定 を 適 「 附 則 別 表 」 と 読 み 替 え て こ れ ら の 規 定 を 適

用 す る 。 用 す る 。

別 表 中

「 「

水道施設工業用中央卸売市場に係 水道施設工業用、 、

水道施設又は自家る特定施設を有す 水道施設又は自家

用工業用水道施設るもの 用工業用水道施設

に係る特定施設を に係る特定施設を
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栃 木 県 条 例 第 三 十 九 号

水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 排 水 基 準 を 定 め る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

水 質 汚 濁 防 止 法 に 基 づ く 排 水 基 準 を 定 め る 条 例 （ 昭 和 四 十 七 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の

よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ ・ ２ 略 １ ・ ２ 略

（ 既 設 特 定 事 業 場 に 関 す る 経 過 措 置 ） （ 既 設 特 定 事 業 場 に 関 す る 経 過 措 置 ）

３ 第 二 条 の 規 定 は 、 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 ３ 第 二 条 の 規 定 は 、 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又

は 事 業 場 （ 以 下 「 既 設 特 定 事 業 場 」 と い は 事 業 場 （ 以 下 「 既 設 特 定 事 業 場 」 と い

う 。 ） に つ い て は 、 令 和 三 年 三 月 三 十 一 日 う 。 ） に つ い て は 、 平 成 三 十 三 年 三 月 三 十 一

ま で の 間 、 適 用 し な い 。 日 ま で の 間 、 適 用 し な い 。

４ 既 設 特 定 事 業 場 に つ い て は 、 令 和 三 年 三 月 ４ 既 設 特 定 事 業 場 に つ い て は 、 平 成 三 十 三 年

三 十 一 日 ま で の 間 、 第 三 条 第 一 項 中 「 別 三 月 三 十 一 日 ま で の 間 、 第 三 条 第 一 項 中 「 別

表 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 」 と 、 「 特 定 事 業 表 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 」 と 、 「 特 定 事 業

場 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 場 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は

事 業 場 」 と 、 第 四 条 中 「 特 定 事 業 場 」 と あ る 事 業 場 」 と 、 第 四 条 中 「 特 定 事 業 場 」 と あ る

の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 事 業 場 」 の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 事 業 場 」

と 、 「 ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 鉱 と 、 「 ノ ル マ ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 鉱

油 類 含 有 量 ） 、 亜 鉛 含 有 量 、 ク ロ ム 含 有 量 及 油 類 含 有 量 ） 、 亜 鉛 含 有 量 、 ク ロ ム 含 有 量 及

び 大 腸 菌 群 数 」 と あ る の は 「 ノ ル マ ル ヘ キ サ び 大 腸 菌 群 数 」 と あ る の は 「 ノ ル マ ル ヘ キ サ

ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 鉱 油 類 含 有 量 ） 、 ノ ル マ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 鉱 油 類 含 有 量 ） 、 ノ ル マ

ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 動 植 物 油 脂 類 含 ル ヘ キ サ ン 抽 出 物 質 含 有 量 （ 動 植 物 油 脂 類 含

有 量 ） 、 フ ェ ノ ー ル 類 含 有 量 、 亜 鉛 含 有 量 、 有 量 ） 、 フ ェ ノ ー ル 類 含 有 量 、 亜 鉛 含 有 量 、

溶 解 性 鉄 含 有 量 、 溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量 、 ク 溶 解 性 鉄 含 有 量 、 溶 解 性 マ ン ガ ン 含 有 量 、 ク

ロ ム 含 有 量 及 び 大 腸 菌 群 数 」 と 、 「 同 表 」 と ロ ム 含 有 量 及 び 大 腸 菌 群 数 」 と 、 「 同 表 」 と

あ る の は 「 省 令 別 表 第 二 」 と 、 第 五 条 中 「 特 あ る の は 「 省 令 別 表 第 二 」 と 、 第 五 条 中 「 特

定 事 業 場 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 定 事 業 場 」 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工

場 又 は 事 業 場 」 と 、 第 六 条 中 「 特 定 事 業 場 」 場 又 は 事 業 場 」 と 、 第 六 条 中 「 特 定 事 業 場 」

と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 事 業 と あ る の は 「 附 則 別 表 に 掲 げ る 工 場 又 は 事 業

場 」 と 、 第 七 条 第 一 項 中 「 別 表 」 と あ る の は 場 」 と 、 第 七 条 第 一 項 中 「 別 表 」 と あ る の は

「 附 則 別 表 」 と 読 み 替 え て こ れ ら の 規 定 を 適 「 附 則 別 表 」 と 読 み 替 え て こ れ ら の 規 定 を 適

用 す る 。 用 す る 。

別 表 中

「 「

水道施設工業用中央卸売市場に係 水道施設工業用、 、

水道施設又は自家る特定施設を有す 水道施設又は自家

用工業用水道施設るもの 用工業用水道施設

に係る特定施設を に係る特定施設を

有するもの 有するもの

25 25 25

日間平均 日間平均 日間平均

20 20 20

25 25

日間平均 日間平均

20 20

50 50 50

日間平均 日間平均 日間平均

40 40 を 40 に 、 「地方卸売市場」

20 20 20

日間平均 日間平均 日間平均

10 10 10

２ ２ ２

日間平均 日間平均 日間平均

１ １ １

」 」

を 「卸売市場」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 三 項 及 び 第 四 項 の 改 正 規 定

は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 六 年 政 令 第 百 八 十 八 号 ） 別 表 第 一 第

六 十 九 号 の 二 に 掲 げ る 特 定 施 設 （ 卸 売 市 場 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 三 十 五 号 ） 第 四 条 第 六 項 に 規

定 す る 中 央 卸 売 市 場 に 係 る も の に 限 る 。 ） の み を 設 置 し て い る 特 定 事 業 場 （ 改 正 後 の 水 質 汚 濁 防

止 法 に 基 づ く 排 水 基 準 を 定 め る 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 既

設 特 定 事 業 場 を 除 き 、 設 置 の 工 事 に 着 手 し て い る も の を 含 む 。 ） に 係 る 排 出 水 の 化 学 的 酸 素 要 求

量 の 上 乗 せ 基 準 （ 改 正 後 の 条 例 第 一 条 の 上 乗 せ 基 準 を い う 。 ） 及 び そ の 適 用 区 域 に つ い て は 、 こ

の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 経 過 す る 日 ま で の 間 は 、 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 環 境 保 全 課 ）
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有するもの 有するもの

25 25 25

日間平均 日間平均 日間平均

20 20 20

25 25

日間平均 日間平均

20 20

50 50 50

日間平均 日間平均 日間平均

40 40 を 40 に 、 「地方卸売市場」

20 20 20

日間平均 日間平均 日間平均

10 10 10

２ ２ ２

日間平均 日間平均 日間平均

１ １ １

」 」

を 「卸売市場」 に 改 め る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 附 則 第 三 項 及 び 第 四 項 の 改 正 規 定

は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 の 施 行 の 際 現 に 水 質 汚 濁 防 止 法 施 行 令 （ 昭 和 四 十 六 年 政 令 第 百 八 十 八 号 ） 別 表 第 一 第

六 十 九 号 の 二 に 掲 げ る 特 定 施 設 （ 卸 売 市 場 法 （ 昭 和 四 十 六 年 法 律 第 三 十 五 号 ） 第 四 条 第 六 項 に 規

定 す る 中 央 卸 売 市 場 に 係 る も の に 限 る 。 ） の み を 設 置 し て い る 特 定 事 業 場 （ 改 正 後 の 水 質 汚 濁 防

止 法 に 基 づ く 排 水 基 準 を 定 め る 条 例 （ 以 下 「 改 正 後 の 条 例 」 と い う 。 ） 附 則 第 三 項 に 規 定 す る 既

設 特 定 事 業 場 を 除 き 、 設 置 の 工 事 に 着 手 し て い る も の を 含 む 。 ） に 係 る 排 出 水 の 化 学 的 酸 素 要 求

量 の 上 乗 せ 基 準 （ 改 正 後 の 条 例 第 一 条 の 上 乗 せ 基 準 を い う 。 ） 及 び そ の 適 用 区 域 に つ い て は 、 こ

の 条 例 の 施 行 の 日 か ら 起 算 し て 六 月 を 経 過 す る 日 ま で の 間 は 、 改 正 後 の 条 例 の 規 定 に か か わ ら

ず 、 な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 環 境 保 全 課 ）

栃 木 県 条 例 第 四 十 号

栃 木 県 安 心 こ ど も 基 金 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 安 心 こ ど も 基 金 条 例 （ 平 成 二 十 一 年 栃 木 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

附 則 附 則

１ 略 １ 略

２ こ の 条 例 は 、 令 和 六 年 六 月 三 十 日 限 ２ こ の 条 例 は 、 平 成 三 十 三 年 六 月 三 十 日 限

り 、 そ の 効 力 を 失 う 。 り 、 そ の 効 力 を 失 う 。

附 則

こ の 条 例 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。

（ こ ど も 政 策 課 ）

栃 木 県 条 例 第 四 十 一 号

栃 木 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 有 料 公 園 施 設 等 ） （ 有 料 公 園 施 設 等 ）

第 七 条 略 第 七 条 略

２ 略 ２ 略

３ 有 料 公 園 施 設 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 規 ３ 有 料 公 園 施 設 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 規

則 で 定 め る 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し 、 許 可 を 受 則 で 定 め る 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し 、 許 可 を 受

け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 個 人 で 運 動 広 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 個 人 で 運 動 広

場 若 し く は 駐 車 場 （ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 の 駐 場

車 場 に 限 る 。 ） を 利 用 し よ う と す る 場 合 又 は を 利 用 し よ う と す る 場 合 又 は

フ ィ ー ル ド ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 一 万 人 プ ー フ ィ ー ル ド ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 一 万 人 プ ー

ル 、 水 上 ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 ロ ー ラ ー ス ケ ー ル 、 水 上 ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 ロ ー ラ ー ス ケ ー

ト 場 、 ハ ン グ ・ パ ラ グ ラ イ ダ ー 場 （ 附 属 設 備 ト 場 、 ハ ン グ ・ パ ラ グ ラ イ ダ ー 場 （ 附 属 設 備

を 含 む 。 ） 、 パ ー ク ゴ ル フ 場 、 グ ラ ウ ン ド ゴ を 含 む 。 ） 、 パ ー ク ゴ ル フ 場 、 グ ラ ウ ン ド ゴ

ル フ 場 、 デ ィ ス ク ゴ ル フ 場 、 遊 戯 施 設 、 教 養 ル フ 場 、 デ ィ ス ク ゴ ル フ 場 、 遊 戯 施 設 、 教 養

施 設 、 展 望 施 設 、 園 内 移 動 用 施 設 若 し く は 駐 施 設 、 展 望 施 設 、 園 内 移 動 用 施 設 若 し く は 駐

車 場 （ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 の 駐 車 場 を 除 車 場

く 。 ） を 利 用 し よ う と す る 場 合 は 、 こ の 限 り を 利 用 し よ う と す る 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。 で な い 。

（ 使 用 料 ） （ 使 用 料 ）

第 十 二 条 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 の 駐 車 場 を 利 用 第 十 二 条

す る 者 は 別 表 第 一 に 、 法 第 五 条 第 一 項 、 法 第 法 第 五 条 第 一 項 、 法 第

六 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 又 は 第 三 条 第 一 項 六 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 又 は 第 三 条 第 一 項

若 し く は 第 三 項 の 許 可 を 受 け て 都 市 公 園 を 使 若 し く は 第 三 項 の 許 可 を 受 け て 都 市 公 園 を 使

用 す る 者 は 別 表 第 二 に 掲 げ る 額 の 使 用 料 を 用 す る 者 は 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 額 の 使 用 料 を

納 付 し な け れ ば な ら な い 。 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

２ 略 ２ 略

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 十 四 条 の 二 有 料 公 園 施 設 等 （ 第 十 二 条 第 一 第 十 四 条 の 二 有 料 公 園 施 設 等

項 の 規 定 に よ り 使 用 料 を 納 付 す る も の を 除

く 。 ） を 利 用 す る 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金 を 利 用 す る 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者

に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ～ ４ 略 ２ ～ ４ 略

別 表 第 一 中 「 （第７条関係） 」 を 「 （第７条第12条関係） 」 に 改 め 、 同 表 の １ 栃 木 県 総 合 運 動、
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栃 木 県 条 例 第 四 十 一 号

栃 木 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 有 料 公 園 施 設 等 ） （ 有 料 公 園 施 設 等 ）

第 七 条 略 第 七 条 略

２ 略 ２ 略

３ 有 料 公 園 施 設 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 規 ３ 有 料 公 園 施 設 を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 規

則 で 定 め る 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し 、 許 可 を 受 則 で 定 め る 申 請 書 を 知 事 に 提 出 し 、 許 可 を 受

け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 個 人 で 運 動 広 け な け れ ば な ら な い 。 た だ し 、 個 人 で 運 動 広

場 若 し く は 駐 車 場 （ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 の 駐 場

車 場 に 限 る 。 ） を 利 用 し よ う と す る 場 合 又 は を 利 用 し よ う と す る 場 合 又 は

フ ィ ー ル ド ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 一 万 人 プ ー フ ィ ー ル ド ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 一 万 人 プ ー

ル 、 水 上 ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 ロ ー ラ ー ス ケ ー ル 、 水 上 ア ス レ チ ッ ク 施 設 、 ロ ー ラ ー ス ケ ー

ト 場 、 ハ ン グ ・ パ ラ グ ラ イ ダ ー 場 （ 附 属 設 備 ト 場 、 ハ ン グ ・ パ ラ グ ラ イ ダ ー 場 （ 附 属 設 備

を 含 む 。 ） 、 パ ー ク ゴ ル フ 場 、 グ ラ ウ ン ド ゴ を 含 む 。 ） 、 パ ー ク ゴ ル フ 場 、 グ ラ ウ ン ド ゴ

ル フ 場 、 デ ィ ス ク ゴ ル フ 場 、 遊 戯 施 設 、 教 養 ル フ 場 、 デ ィ ス ク ゴ ル フ 場 、 遊 戯 施 設 、 教 養

施 設 、 展 望 施 設 、 園 内 移 動 用 施 設 若 し く は 駐 施 設 、 展 望 施 設 、 園 内 移 動 用 施 設 若 し く は 駐

車 場 （ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 の 駐 車 場 を 除 車 場

く 。 ） を 利 用 し よ う と す る 場 合 は 、 こ の 限 り を 利 用 し よ う と す る 場 合 は 、 こ の 限 り

で な い 。 で な い 。

（ 使 用 料 ） （ 使 用 料 ）

第 十 二 条 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 の 駐 車 場 を 利 用 第 十 二 条

す る 者 は 別 表 第 一 に 、 法 第 五 条 第 一 項 、 法 第 法 第 五 条 第 一 項 、 法 第

六 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 又 は 第 三 条 第 一 項 六 条 第 一 項 若 し く は 第 三 項 又 は 第 三 条 第 一 項

若 し く は 第 三 項 の 許 可 を 受 け て 都 市 公 園 を 使 若 し く は 第 三 項 の 許 可 を 受 け て 都 市 公 園 を 使

用 す る 者 は 別 表 第 二 に 掲 げ る 額 の 使 用 料 を 用 す る 者 は 、 別 表 第 二 に 掲 げ る 額 の 使 用 料 を

納 付 し な け れ ば な ら な い 。 納 付 し な け れ ば な ら な い 。

２ 略 ２ 略

（ 利 用 料 金 ） （ 利 用 料 金 ）

第 十 四 条 の 二 有 料 公 園 施 設 等 （ 第 十 二 条 第 一 第 十 四 条 の 二 有 料 公 園 施 設 等

項 の 規 定 に よ り 使 用 料 を 納 付 す る も の を 除

く 。 ） を 利 用 す る 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金 を 利 用 す る 者 は 、 当 該 利 用 に 係 る 料 金

（ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） を 指 定 管 理 者

に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。 に 支 払 わ な け れ ば な ら な い 。

２ ～ ４ 略 ２ ～ ４ 略

別 表 第 一 中 「 （第７条関係） 」 を 「 （第７条第12条関係） 」 に 改 め 、 同 表 の １ 栃 木 県 総 合 運 動、

公 園 の 部 に 次 の よ う に 加 え る 。

⑶駐車場

使用区分団体使用の場合 個人使用の場合

施設名 １ 日単位使 用 料

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

北第１駐車場142,000円 した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス
料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回
し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

北第２駐車場102,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

北第３駐車場124,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス
料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算
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公 園 の 部 に 次 の よ う に 加 え る 。

⑶駐車場

使用区分団体使用の場合 個人使用の場合

施設名 １ 日単位使 用 料

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

北第１駐車場142,000円 した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス
料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回
し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

北第２駐車場102,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

北第３駐車場124,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス
料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

西駐車場390,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

南第１駐車場209,000円 した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス
料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回
し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

南第２駐車場163,000円 した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回
し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

南管理用駐車場 －
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、
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西駐車場390,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

南第１駐車場209,000円 した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス
料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回
し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

南第２駐車場163,000円 した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回
し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

南管理用駐車場 －
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

東第１駐車場372,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

東第２駐車場294,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス
料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

備考

１１日とは午前６時から午後９時30分までをいう、 。

２普通自動車とは道路運送車両法昭和26年法律第185号第２条第２項に規定する自動、 （ ）

車３において自動車という二輪であるもの側車付二輪自動車を除く３にお（ 「 」 。）（ （ 。

いて二輪車という）を除くのうちその高さが2.9メトル未満のものをいう「 」 。 。） 、 ー 。

３大型バスとは二輪車及び普通自動車以外の自動車をいう、 。

４日中使用時間とは午前６時から午後９時30分までにおいて継続して使用する時間をい、

う。

５夜間とは午後９時30分から翌日の午前６時までをいう、 。

６日中使用時間に係る部分の額とは次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額、 、

をいう。

⑴日中使用時間（夜間にわたつて使用するときの午後９時30分における日中使用時間に限

る以下同じ）が２時間までの場合零。 。

⑵普通自動車の日中使用時間が２時間を超え６時間までの場合200円

⑶普通自動車の日中使用時間が６時間を超える場合300円

⑷大型バスの日中使用時間が２時間を超える場合1,000円

７駐車場を個人で使用する場合で使用開始日の翌日の午前６時後にわたつて使用するとき、

は当該午前６時までの使用を１回とし当該午前６時以後の継続して使用する時間24時間、 、

までごとの使用をそれぞれ１回として計算するものとする。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係）

１略 １略

２栃木県井頭公園 ２栃木県井頭公園

⑴⑷略 ⑴⑷略～ ～

⑸駐車場（一万人プルに隣接して設置⑸駐車場（一万人プルに隣接して設置ー ー
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使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

東第１駐車場372,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

料２時間を超え６時間までの場合は200、

普通自動車円６時間を超える場合は300円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

東第２駐車場294,000円
した額とする。

日中使用時間が２時間までの場合は無、

大型バス
料２時間を超える場合は1,000円ただ、 。

１台１回し夜間にわたつて使用するときは日中、 、

使用時間に係る部分の額に1,000円を加算

した額とする。

備考

１１日とは午前６時から午後９時30分までをいう、 。

２普通自動車とは道路運送車両法昭和26年法律第185号第２条第２項に規定する自動、 （ ）

車３において自動車という二輪であるもの側車付二輪自動車を除く３にお（ 「 」 。）（ （ 。

いて二輪車という）を除くのうちその高さが2.9メトル未満のものをいう「 」 。 。） 、 ー 。

３大型バスとは二輪車及び普通自動車以外の自動車をいう、 。

４日中使用時間とは午前６時から午後９時30分までにおいて継続して使用する時間をい、

う。

５夜間とは午後９時30分から翌日の午前６時までをいう、 。

６日中使用時間に係る部分の額とは次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額、 、

をいう。

⑴日中使用時間（夜間にわたつて使用するときの午後９時30分における日中使用時間に限

る以下同じ）が２時間までの場合零。 。

⑵普通自動車の日中使用時間が２時間を超え６時間までの場合200円

⑶普通自動車の日中使用時間が６時間を超える場合300円

⑷大型バスの日中使用時間が２時間を超える場合1,000円

７駐車場を個人で使用する場合で使用開始日の翌日の午前６時後にわたつて使用するとき、

は当該午前６時までの使用を１回とし当該午前６時以後の継続して使用する時間24時間、 、

までごとの使用をそれぞれ１回として計算するものとする。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条関係） 別表第１（第７条関係）

１略 １略

２栃木県井頭公園 ２栃木県井頭公園

⑴⑷略 ⑴⑷略～ ～

⑸駐車場（一万人プルに隣接して設置⑸駐車場（一万人プルに隣接して設置ー ー

されるものに限る） されるものに限る）。 。

略 略

備考 備考

１「二輪車」とは道路運送車両法 １「二輪車」とは道路運送車両法（昭、 、

第２条第２項に規 和26年法律第185号）第２条第２項に規

定する自動車（以下「自動車」とい 定する自動車（以下「自動車」とい

う）のうち二輪であるもの（側車付二 う）のうち二輪であるもの（側車付二。 。

輪自動車を除く）及び同条第３項に規 輪自動車を除く）及び同条第３項に規。 。

定する原動機付自転車をいう 定する原動機付自転車をいう。 。

２４略 ２４略～ ～

３９略 ３９略～ ～

附 則

こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

（ 都 市 整 備 課 ）

栃 木 県 条 例 第 四 十 二 号

栃 木 県 高 等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 高 等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 延 滞 金 ） （ 延 滞 金 ）

第 十 条 略 第 十 条 略

２ 前 項 の 延 滞 金 の 額 は 、 延 滞 し て い る 修 学 資 ２ 前 項 の 延 滞 金 の 額 は 、 延 滞 し て い る 修 学 資

金 の 額 に 延 滞 し た 期 間 が 六 月 を 超 え る ご と に 金 の 額 に 延 滞 し た 期 間 が 六 月 を 超 え る ご と に

六 月 に つ い て 一 ・ 五 パ ー セ ン ト の 割 合 を 乗 じ 六 月 に つ い て 二 ・ 五 パ ー セ ン ト の 割 合 を 乗 じ

て 計 算 し た 額 と す る 。 て 計 算 し た 額 と す る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 高 等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 第 十 条 第 二 項 の 規 定 は 、 栃 木 県 高

等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 延 滞 金 の う ち こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 期 間

に 対 応 す る も の に つ い て 適 用 し 、 当 該 延 滞 金 の う ち 同 日 前 の 期 間 に 対 応 す る も の に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 総 務 課 ）



（13）栃 木 県 公 報 号外第54号令和２（2020）年10月12日　月曜日

栃 木 県 条 例 第 四 十 二 号

栃 木 県 高 等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 高 等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 （ 平 成 十 四 年 栃 木 県 条 例 第 三 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す

る 。
次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 延 滞 金 ） （ 延 滞 金 ）

第 十 条 略 第 十 条 略

２ 前 項 の 延 滞 金 の 額 は 、 延 滞 し て い る 修 学 資 ２ 前 項 の 延 滞 金 の 額 は 、 延 滞 し て い る 修 学 資

金 の 額 に 延 滞 し た 期 間 が 六 月 を 超 え る ご と に 金 の 額 に 延 滞 し た 期 間 が 六 月 を 超 え る ご と に

六 月 に つ い て 一 ・ 五 パ ー セ ン ト の 割 合 を 乗 じ 六 月 に つ い て 二 ・ 五 パ ー セ ン ト の 割 合 を 乗 じ

て 計 算 し た 額 と す る 。 て 計 算 し た 額 と す る 。

附 則

１ こ の 条 例 は 、 令 和 二 年 十 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

２ こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 栃 木 県 高 等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 第 十 条 第 二 項 の 規 定 は 、 栃 木 県 高

等 学 校 等 修 学 資 金 貸 与 条 例 第 十 条 第 一 項 に 規 定 す る 延 滞 金 の う ち こ の 条 例 の 施 行 の 日 以 後 の 期 間

に 対 応 す る も の に つ い て 適 用 し 、 当 該 延 滞 金 の う ち 同 日 前 の 期 間 に 対 応 す る も の に つ い て は 、 な

お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 総 務 課 ）

栃 木 県 条 例 第 四 十 三 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 平 成 五 年 栃 木 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、 第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、

附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め

知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技 し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技

場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧 場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧

降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体 降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体

育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道

場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー 立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー

ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 総 合 運 動 公 立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 総 合 運 動 公

園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競

技 場 、 相 撲 場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 、 武 道 館 若 し 技 場 、 相 撲 場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道

く は 多 目 的 広 場 （ 投 て き 場 ） 又 は 栃 木 県 総 合 館 又 は 栃 木 県 総 合

運 動 公 園 東 エ リ ア の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア 運 動 公 園 東 エ リ ア の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア

リ ー ナ 、 多 目 的 ス タ ジ オ 、 ト レ ー ニ ン グ 室 、 リ ー ナ 、 多 目 的 ス タ ジ オ 、 ト レ ー ニ ン グ 室 、

屋 内 水 泳 場 若 し く は 体 育 館 分 館 （ 第 八 条 に お 屋 内 水 泳 場 若 し く は 体 育 館 分 館 （ 第 八 条 に お

い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 用 し よ い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 用 し よ

う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

別 表 ７ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 ア 普 通 利 用 の 場 合 の 項 に 次

の よ う に 加 え る 。

(ｶ) 多目的広場（投てき場）

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

多目的広場（投てき場）を利用する者 200円

（ １人１回につき）

別 表 ７ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 イ 専 用 利 用 の 場 合 の 項 に 次

の よ う に 加 え る 。

(ｽ) 多目的広場（投てき場）



（14） 栃 木 県 公 報 号外第54号令和２（2020）年10月12日　月曜日

栃 木 県 条 例 第 四 十 三 号

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

栃 木 県 体 育 施 設 設 置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 （ 平 成 五 年 栃 木 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改

正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

（ 利 用 の 許 可 ） （ 利 用 の 許 可 ）

第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、 第 三 条 体 育 施 設 の う ち 、 別 表 に 掲 げ る 施 設 、

附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い 附 属 設 備 及 び 器 具 （ 以 下 「 施 設 等 」 と い

う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め う 。 ） を 利 用 し よ う と す る 者 は 、 あ ら か じ め

知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ 知 事 の 許 可 を 受 け な け れ ば な ら な い 。 た だ

し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技 し 、 栃 木 県 体 育 館 の 本 館 若 し く は 別 館 の 競 技

場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧 場 、 弓 道 場 若 し く は プ ー ル 、 栃 木 県 立 日 光 霧

降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体 降 ア イ ス ア リ ー ナ の 競 技 場 、 栃 木 県 立 県 南 体

育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー ナ 、 柔 道

場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 場 、 剣 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー 立 県 北 体 育 館 の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア リ ー

ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県 ナ 、 武 道 場 若 し く は ト レ ー ニ ン グ 室 、 栃 木 県

立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 総 合 運 動 公 立 温 水 プ ー ル 館 の プ ー ル 、 栃 木 県 総 合 運 動 公

園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競 園 北 ・ 中 央 エ リ ア の 陸 上 競 技 場 、 第 二 陸 上 競

技 場 、 相 撲 場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 、 武 道 館 若 し 技 場 、 相 撲 場 、 ト レ ー ニ ン グ 室 若 し く は 武 道

く は 多 目 的 広 場 （ 投 て き 場 ） 又 は 栃 木 県 総 合 館 又 は 栃 木 県 総 合

運 動 公 園 東 エ リ ア の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア 運 動 公 園 東 エ リ ア の メ イ ン ア リ ー ナ 、 サ ブ ア

リ ー ナ 、 多 目 的 ス タ ジ オ 、 ト レ ー ニ ン グ 室 、 リ ー ナ 、 多 目 的 ス タ ジ オ 、 ト レ ー ニ ン グ 室 、

屋 内 水 泳 場 若 し く は 体 育 館 分 館 （ 第 八 条 に お 屋 内 水 泳 場 若 し く は 体 育 館 分 館 （ 第 八 条 に お

い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 用 し よ い て 「 特 定 施 設 」 と い う 。 ） を 普 通 利 用 し よ

う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。 う と す る 者 に つ い て は 、 こ の 限 り で な い 。

別 表 ７ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 ア 普 通 利 用 の 場 合 の 項 に 次

の よ う に 加 え る 。

(ｶ) 多目的広場（投てき場）

利用時間
午前８時3 0分から午後６時まで

利用者

多目的広場（投てき場）を利用する者 200円

（ １人１回につき）

別 表 ７ 栃 木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 イ 専 用 利 用 の 場 合 の 項 に 次

の よ う に 加 え る 。

(ｽ) 多目的広場（投てき場）

利用時間午前８時30分から正午から午前８時30分から

利用区分 正午まで午後６時まで午後６時まで

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
3,320円 4,480円 7,560円

ポツに利用ー

する場合入場料を徴収

する場合
8,300円 11,200円 18,900円

入場料を徴収

アマチュアスしない場合
8,300円 11,200円 18,900円

ポツ以外にー

利用する場合入場料を徴収

する場合
83,000円 112,000円 189,000円

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別表（第10条第13条関係） 別表（第10条第13条関係）、 、

１６略 １６略～ ～

７栃木県総合運動公園北・中央エリア使用７栃木県総合運動公園北・中央エリア使用

料 料

⑴略 ⑴略

⑵会議室 ⑵会議室

ア・イ略 ア・イ略

ウ武道館及び合宿所の会議室 ウ武道館 の会議室

利用
午前９時午後１時午後５時

利用
午前９時午後１時午後５時

時間
から午後から午後から午後

時間
から午後から午後から午後

施設
１時まで５時まで９時まで

施設
１時まで５時まで９時まで

区分 区分

武略略 略 略 武略略 略 略

道 道

館 館

会議2,280円2,790円2,790円
合室１

宿

所会議2,280円2,790円2,790円
室２

⑶⑸略 ⑶⑸略～ ～

⑹宿泊施設 ⑹宿泊施設

利用者高校生等その他 利用者高校生等その他

以下の者 以下の者

施設 （１人（１人施設 （１人（１人

１泊に１泊に １泊に１泊に

利用区分つき） つき） 利用区分つき） つき）

県内に居住す 県内に居住す

る者が利用す660円1,320円 る者が利用す530円1,110円

る場合 る場合

合宿所 合宿所

県外に居住す 県外に居住す

る者が利用す1,320円2,640円 る者が利用す1,110円2,230円

る場合 る場合

⑺略 ⑺略

備考 備考

１３略 １３略～ ～

４やむを得ない理由により午前８時30 ４やむを得ない理由により午前８時30

分前又は午後６時後に第２陸上競技 分前又は午後６時後に第２陸上競技

場野球場（本球場） 野球場Ａ野 場野球場（本球場） 野球場Ａ野、 、 、 、 、 、

球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ 球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ、 、 ー 、 、 ー

場サッカ・ラグビ場相撲場若 場サッカ・ラグビ場若しくは相、 ー ー 、 、 ー ー

しくは多目的広場（投てき場） （以下 撲場 （以下

「第２陸上競技場等」という）若し 「第２陸上競技場等」という）若し。 。

くはテニスコトを専用利用する場合 くはテニスコトを専用利用する場合ー ー

又は第２陸上競技場野球場（本球 又は第２陸上競技場野球場（本球、 、

場） サッカ・ラグビ場若しくは 場） サッカ・ラグビ場若しくは、 ー ー 、 ー ー

テニスコトの会議室を利用する場合 テニスコトの会議室を利用する場合ー ー

の使用料は当該午前８時30分前又は の使用料は当該午前８時30分前又は、 、

午後６時後の利用時間１時間につき 午後６時後の利用時間１時間につき、 、

次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて 次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて

得た額とするこの場合においてそ 得た額とするこの場合においてそ。 、 。 、

の額に10円未満の端数があるときは の額に10円未満の端数があるときは、 、

当該端数を切り捨てるものとする 当該端数を切り捨てるものとする。 。

⑴・⑵略 ⑴・⑵略

５やむを得ない理由により午前９時前 ５やむを得ない理由により午前９時前

又は午後９時後に武道館を専用利用す 又は午後９時後に武道館を専用利用す

る場合又は武道館若しくは合宿所の会 る場合又は武道館 の会

議室師範室若しくは控室を利用する 議室師範室若しくは控室を利用する、 、

場合の使用料は当該午前９時前又は 場合の使用料は当該午前９時前又は、 、

午後９時後の利用時間１時間につき 午後９時後の利用時間１時間につき、 、

次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて 次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて

得た額とするこの場合においてそ 得た額とするこの場合においてそ。 、 。 、

の額に10円未満の端数があるときは の額に10円未満の端数があるときは、 、

当該端数を切り捨てるものとする 当該端数を切り捨てるものとする。 。

⑴武道館並びに武道館及び合宿所の ⑴武道館及び武道館 の

会議室午前９時前の利用にあって 会議室午前９時前の利用にあって

は午前９時から午後１時まで午後 は午前９時から午後１時まで午後、 、

９時後の利用にあっては午後５時か ９時後の利用にあっては午後５時か

ら午後９時までにつき定められてい ら午後９時までにつき定められてい

る使用料の額の４分の１に相当する る使用料の額の４分の１に相当する

額 額

⑵略 ⑵略

６高校生等以下の者が陸上競技場第 ６高校生等以下の者が陸上競技場第、 、
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１泊に１泊に １泊に１泊に

利用区分つき） つき） 利用区分つき） つき）

県内に居住す 県内に居住す

る者が利用す660円1,320円 る者が利用す530円1,110円

る場合 る場合

合宿所 合宿所

県外に居住す 県外に居住す

る者が利用す1,320円2,640円 る者が利用す1,110円2,230円

る場合 る場合

⑺略 ⑺略

備考 備考

１３略 １３略～ ～

４やむを得ない理由により午前８時30 ４やむを得ない理由により午前８時30

分前又は午後６時後に第２陸上競技 分前又は午後６時後に第２陸上競技

場野球場（本球場） 野球場Ａ野 場野球場（本球場） 野球場Ａ野、 、 、 、 、 、

球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ 球場Ｂ野球場Ｃウォムアップ、 、 ー 、 、 ー

場サッカ・ラグビ場相撲場若 場サッカ・ラグビ場若しくは相、 ー ー 、 、 ー ー

しくは多目的広場（投てき場） （以下 撲場 （以下

「第２陸上競技場等」という）若し 「第２陸上競技場等」という）若し。 。

くはテニスコトを専用利用する場合 くはテニスコトを専用利用する場合ー ー

又は第２陸上競技場野球場（本球 又は第２陸上競技場野球場（本球、 、

場） サッカ・ラグビ場若しくは 場） サッカ・ラグビ場若しくは、 ー ー 、 ー ー

テニスコトの会議室を利用する場合 テニスコトの会議室を利用する場合ー ー

の使用料は当該午前８時30分前又は の使用料は当該午前８時30分前又は、 、

午後６時後の利用時間１時間につき 午後６時後の利用時間１時間につき、 、

次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて 次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて

得た額とするこの場合においてそ 得た額とするこの場合においてそ。 、 。 、

の額に10円未満の端数があるときは の額に10円未満の端数があるときは、 、

当該端数を切り捨てるものとする 当該端数を切り捨てるものとする。 。

⑴・⑵略 ⑴・⑵略

５やむを得ない理由により午前９時前 ５やむを得ない理由により午前９時前

又は午後９時後に武道館を専用利用す 又は午後９時後に武道館を専用利用す

る場合又は武道館若しくは合宿所の会 る場合又は武道館 の会

議室師範室若しくは控室を利用する 議室師範室若しくは控室を利用する、 、

場合の使用料は当該午前９時前又は 場合の使用料は当該午前９時前又は、 、

午後９時後の利用時間１時間につき 午後９時後の利用時間１時間につき、 、

次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて 次に掲げる額にそれぞれ1.5を乗じて

得た額とするこの場合においてそ 得た額とするこの場合においてそ。 、 。 、

の額に10円未満の端数があるときは の額に10円未満の端数があるときは、 、

当該端数を切り捨てるものとする 当該端数を切り捨てるものとする。 。

⑴武道館並びに武道館及び合宿所の ⑴武道館及び武道館 の

会議室午前９時前の利用にあって 会議室午前９時前の利用にあって

は午前９時から午後１時まで午後 は午前９時から午後１時まで午後、 、

９時後の利用にあっては午後５時か ９時後の利用にあっては午後５時か

ら午後９時までにつき定められてい ら午後９時までにつき定められてい

る使用料の額の４分の１に相当する る使用料の額の４分の１に相当する

額 額

⑵略 ⑵略

６高校生等以下の者が陸上競技場第 ６高校生等以下の者が陸上競技場第、 、

２陸上競技場等トレニング室テ ２陸上競技場等トレニング室テ、 ー 、 、 ー 、

ニスコト若しくは武道館を専用利用 ニスコト若しくは武道館を専用利用ー ー

する場合又は陸上競技場第２陸上競 する場合又は陸上競技場第２陸上競、 、

技場野球場（本球場） サッカ・ 技場野球場（本球場） サッカ・、 、 ー 、 、 ー

ラグビ場テニスコト武道館若 ラグビ場テニスコト若しくは武ー 、 ー 、 ー 、 ー

しくは合宿所の会議室ラウンジ師 道館 の会議室ラウンジ師、 、 、 、

範室控室若しくは附属設備及び器具 範室控室若しくは附属設備及び器具、 、

を利用する場合の使用料はこの表及 を利用する場合の使用料はこの表及、 、

び前３項に定める額を２で除して得た び前３項に定める額を２で除して得た

額とするこの場合においてその額 額とするこの場合においてその額。 、 。 、

に10円未満の端数があるときは当該 に10円未満の端数があるときは当該、 、

端数を切り捨てるものとする 端数を切り捨てるものとする。 。

７・８略 ７・８略

９入場料を徴収して陸上競技場第２ ９入場料を徴収して陸上競技場第２、 、

陸上競技場等トレニング室テニ 陸上競技場等トレニング室テニ、 ー 、 、 ー 、

スコト又は武道館を専用利用する者 スコト又は武道館を専用利用する者ー ー

が当該専用利用に際し陸上競技場第 が当該専用利用に際し陸上競技場第、 、

２陸上競技場野球場（本球場） ２陸上競技場野球場（本球場）、 、 、 、

サッカ・ラグビ場テニスコ サッカ・ラグビ場テニスコー ー 、 ー ー ー 、 ー

ト武道館若しくは合宿所の会議室 ト若しくは武道館 の会議室、 、 、

ラウンジ師範室控室又は附属設備 ラウンジ師範室控室又は附属設備、 、 、 、

及び器具を利用する場合（前項に規定 及び器具を利用する場合（前項に規定

する場合を除く）の使用料はこの する場合を除く）の使用料はこの。 、 。 、

表及び第３項から第６項までに定める 表及び第３項から第６項までに定める

額に２を乗じて得た額とする 額に２を乗じて得た額とする。 。

８略 ８略

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 三 条 た だ し 書 の 改 正 規 定 、 別 表 ７ 栃

木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 ア 普 通 利 用 の 場 合 の 項 に 次 の よ う に

加 え る 改 正 規 定 、 同 款 イ 専 用 利 用 の 場 合 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 、 同 部 備 考 第 四 項 の 改

正 規 定 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 か ら 施 行 日 に か け て 栃 木 県 体 育 施 設 設

置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 に 規 定 す る 宿 泊 施 設 に 宿 泊 す る 者 の 当 該 宿 泊 に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 ）

３ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条第12条関係） 別表第１（第７条第12条関係）、 、

１栃木県総合運動公園 １栃木県総合運動公園

⑴運動施設 ⑴運動施設

施 設 名 施 設 名

略 略
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２陸上競技場等トレニング室テ ２陸上競技場等トレニング室テ、 ー 、 、 ー 、

ニスコト若しくは武道館を専用利用 ニスコト若しくは武道館を専用利用ー ー

する場合又は陸上競技場第２陸上競 する場合又は陸上競技場第２陸上競、 、

技場野球場（本球場） サッカ・ 技場野球場（本球場） サッカ・、 、 ー 、 、 ー

ラグビ場テニスコト武道館若 ラグビ場テニスコト若しくは武ー 、 ー 、 ー 、 ー

しくは合宿所の会議室ラウンジ師 道館 の会議室ラウンジ師、 、 、 、

範室控室若しくは附属設備及び器具 範室控室若しくは附属設備及び器具、 、

を利用する場合の使用料はこの表及 を利用する場合の使用料はこの表及、 、

び前３項に定める額を２で除して得た び前３項に定める額を２で除して得た

額とするこの場合においてその額 額とするこの場合においてその額。 、 。 、

に10円未満の端数があるときは当該 に10円未満の端数があるときは当該、 、

端数を切り捨てるものとする 端数を切り捨てるものとする。 。

７・８略 ７・８略

９入場料を徴収して陸上競技場第２ ９入場料を徴収して陸上競技場第２、 、

陸上競技場等トレニング室テニ 陸上競技場等トレニング室テニ、 ー 、 、 ー 、

スコト又は武道館を専用利用する者 スコト又は武道館を専用利用する者ー ー

が当該専用利用に際し陸上競技場第 が当該専用利用に際し陸上競技場第、 、

２陸上競技場野球場（本球場） ２陸上競技場野球場（本球場）、 、 、 、

サッカ・ラグビ場テニスコ サッカ・ラグビ場テニスコー ー 、 ー ー ー 、 ー

ト武道館若しくは合宿所の会議室 ト若しくは武道館 の会議室、 、 、

ラウンジ師範室控室又は附属設備 ラウンジ師範室控室又は附属設備、 、 、 、

及び器具を利用する場合（前項に規定 及び器具を利用する場合（前項に規定

する場合を除く）の使用料はこの する場合を除く）の使用料はこの。 、 。 、

表及び第３項から第６項までに定める 表及び第３項から第６項までに定める

額に２を乗じて得た額とする 額に２を乗じて得た額とする。 。

８略 ８略

附 則

（ 施 行 期 日 ）

１ こ の 条 例 は 、 令 和 三 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。 た だ し 、 第 三 条 た だ し 書 の 改 正 規 定 、 別 表 ７ 栃

木 県 総 合 運 動 公 園 北 ・ 中 央 エ リ ア 使 用 料 の 部 ⑴ 運 動 施 設 の 款 ア 普 通 利 用 の 場 合 の 項 に 次 の よ う に

加 え る 改 正 規 定 、 同 款 イ 専 用 利 用 の 場 合 の 項 に 次 の よ う に 加 え る 改 正 規 定 、 同 部 備 考 第 四 項 の 改

正 規 定 及 び 附 則 第 三 項 の 規 定 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。

（ 経 過 措 置 ）

２ こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） の 前 日 か ら 施 行 日 に か け て 栃 木 県 体 育 施 設 設

置 、 管 理 及 び 使 用 料 条 例 に 規 定 す る 宿 泊 施 設 に 宿 泊 す る 者 の 当 該 宿 泊 に 係 る 使 用 料 に つ い て は 、

な お 従 前 の 例 に よ る 。

（ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 の 一 部 改 正 ）

３ 栃 木 県 都 市 公 園 条 例 （ 昭 和 四 十 九 年 栃 木 県 条 例 第 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

次 の 表 の 改 正 前 の 欄 に 掲 げ る 規 定 を 同 表 の 改 正 後 の 欄 に 掲 げ る 規 定 に 傍 線 で 示 す よ う に 改 正 す

る 。

改 正 後 改 正 前

別表第１（第７条第12条関係） 別表第１（第７条第12条関係）、 、

１栃木県総合運動公園 １栃木県総合運動公園

⑴運動施設 ⑴運動施設

施 設 名 施 設 名

略 略

栃木県総 栃木県総

合運動公
武 道 館

合運動公
武 道 館

園北・中 園北・中

央エリア多目的広場（投てき場） 央エリア

略 略

略 略

⑵・⑶略 ⑵・⑶略

２９略 ２９略～ ～

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）
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栃木県総 栃木県総

合運動公
武 道 館

合運動公
武 道 館

園北・中 園北・中

央エリア多目的広場（投てき場） 央エリア

略 略

略 略

⑵・⑶略 ⑵・⑶略

２９略 ２９略～ ～

（ 教 育 委 員 会 事 務 局 ス ポ ー ツ 振 興 課 ）


